
１．制度の概要

(１) 地縁による団体
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

(２) 認可を受けた地縁による団体の権利能力
法律上の権利義務の主体となり、認可地縁団体は法人格を有し、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記できる。 また、

団体の活動に資する財産を団体名義で所有、借用できる。

(３) 市町村長による認可要件
① その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を

行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
② その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること

③ その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること
④ 規約を定めていること

※ 規約に定める事項（法律で義務付けられているもの）

目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項

２．認可状況
令和５年4月1日現在：56,078団体 （全国の市町村の85％に所在） ※参考：地縁による団体数：約296,000 団体（総務省調べ）

３．主な特徴

(１) 構成員
○ 区域に住所を有する全ての個人は構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。 なお、

正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

○ 構成員は個人のみが対象であり、団体は構成員となることができない。 なお、団体の意思決定への参加や直接の活動は行わない

ものの、規約等に「賛助会員」として位置付け、その活動に参加することは可能であると考えられる。

(２) 総会等
○ 総会は団体の最高意思決定機関であり、すべての構成員をもって構成されるものである。 なお、総会を度々招集することは実際

には困難であることから、規約に定めることにより、役員会において実務上の執行に関する事項等を決定することができる。

(３) 活動内容
○ 地方自治法上、目的や事業に特段の制限はなく、規約に定めた範囲で活動できる。

活動例：区域における集会施設の維持・管理、清掃等の環境整備活動、寝たきり老人への慰問等の社会福祉活動、スポーツ大会、
レクリエーション活動、防災・防火活動、交通安全・防犯活動等

認可地縁団体制度の概要（地方自治法第260条の２）


